
   　　　　　　 

※都税証明郵送受付センターに送付された申請書は、物件所在の都税事務所長宛の申請として取り扱います。

（日中連絡の取れる電話番号を記入してください。）

運転免許証 　旅券　 在留カード 　個人番号カード 　身体障害者手帳 　（　　　  　　　　）士証明書類　 その他（　　　                                          　　　　）

資格確認書　　国民年金手帳　　印鑑証明書　　その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　）
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情
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。

◎
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
所
有
者
本
人
等
か
ら
証
明
・
閲
覧
申
請
書
の
開
示
請
求
が
あ

っ
た
場
合
は

、
本
申
請
書
も
全
部
開
示
と
な
り
ま
す

。

◎
申
請
書
・
委
任
状
の
偽
造
又
は
偽
造
し
た
申
請
書
・
委
任
状
を
行
使
し
た
者
は

、
刑
法
第
百
五
十
九
条

（
私
文
書
偽
造
等

）
又
は
同
法
第
百
六
十
一
条

（
偽
造
私
文
書
等
行
使

）
の
規
定
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す

。

　
申
請
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は

、
納
税
義
務
者
の
連
絡
先
へ
電
話
連
絡
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

。
な
お

、
お
電
話
が
つ
な
が
ら
な
い
場
合

、
発
行
を
お
断
り
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

。

１　申請者（該当する□にチェック）：　□　所有者　　□　代理人　　□　相続人　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　

 住　所
（所　在）

　フリガナ

氏　名
（名　称）

　電話番号

　固 定 資 産 〔 証 明 ・閲 覧 〕 申 請 書 ※□に✓を付け、所要事項を
　記入してください。

申請年月日：　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 次のとおり証明・閲覧を申請します。

氏名（名称）
※申請者と同じ場合は記入不要です。上記□にチェックしてください。

３　必要な証明・閲覧の種類等

証明 閲覧

２　証明・閲覧の対象となる固定資産の納税義務者  （ □ 納税義務者＝申請者の場合にチェックをしてください。）

住所（所在）

※申請者と同じ場合は記入不要です。上記□にチェックしてください。

フ リ ガ ナ

① 評価証明 ②関係証明 ③物件証明 ④土地・家屋課税台帳 ⑤土地・家屋名寄帳

□ 登記所
□ 金融機関
□ 裁判所
□ 税務署
□ 官公庁
□ 参考資料
□ その他

（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）

□ 登記所
□ 金融機関
□ 裁判所
□ 税務署
□ 官公庁
□ 参考資料
□ その他

（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）

□ 登記所
□ 金融機関
□ 裁判所
□ 税務署
□ 官公庁
□ 参考資料
□ その他

（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）
（　　通）

課税台帳については、こ
の欄に、通数を記入して
ください。

名寄帳については、この欄に、
年度・区・通数を記入してください。

【　　　】年度　（　　　　　）区 （　 　通）
【　　　】年度　（　　　　　）区 （　 　通）
【　　　】年度　（　　　　　）区 （　　 通）

（　　　 通） ※以下の記入は不要です。
　 ただし、申請者が共有者の場合は、４の記入が
 　必要です。※以下４、５を記入してください。 ※以下４、５を記入してください。 ※以下４、５を記入してください。 ※以下４を記入してください。

家屋番号

□土地
□家屋

４　物件の所在地

年度
（令和：R）

区分
物件の所在地（登記簿の地番） 必要な証明

等の番号
（①～④）

※以下、色付きの欄
は記入不要です。

証明番号区 (町） 丁目 地番

□土地
□家屋

□土地
□家屋

□土地
□家屋

□土地
□家屋

上記納税義務者分のみ ☐
共有者全員分 ☐

申請者
 納税義務者　　代理人　　相続人　　法人の代表者　　法人の従業員　　納税管理人　　借地・借家人　　賦課期日後の所有者
 民事訴訟等の申立人　　強制競売等の申立人　　競売の買受人　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　【証明（①～③）を申請される場合】　次の項目２点をご確認ください。

⑴
同一所有者の物件については、証明の種類ごと、区ごとに、１枚の証明書に最大３物件表示されます。
１枚の証明書に１物件のみの表示を希望される場合は右欄にチェックをお願いします。 ☐

⑵
証明書の申請において共有者氏名表が必要な場合（登記所への提出を除く）は右
欄の希望する方にチェックをお願いします。

申請権限
 委任状　　除籍/戸籍謄本・法定相続情報(職印有）（　　　    年　　　月　　　日死亡　続柄【　　　】）　　賃貸借契約書
 賃貸料払込領収証書　 不動産登記情報　 商業登記情報　 売買契約書　 売買代金払込領収証書　 訴状等
 不動産競売申立代金納付期限通知書　　税務代理権限証書　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本
人
確
認

A
官公署が発行した書類（顔写真付）

A1

B
官公署が発行した書類（顔写真なし）

B2

C 国税又は地方税の納税通知書　　　　国税又は地方税の領収書（自動車税及び軽自動車税を除く）　　　　公共料金領収書　　　　キャッシュカード
クレジットカード　  預（貯）金通帳 　 学生証（顔写真付） 　 東京都シルバーパス 　 法人が発行した身分証明書（顔写真付） 　 その他（　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

B1
Ｃ1

本人確認情報控 種類 納税通知書番号 件数
手数料

400円 100円 300円

生年月日 評・関・物・覧 件 件 件 件

適用年月日 評・関・物・覧 件 件 件 件

〔手数料確認欄〕
　証明は１件４００円(※)、閲覧は１件３００円です。
　※同一所有者（同一納税通知書番号）が所有する
　 　同一区内の 物件の証明を２件以上申請される場合
　　 は、２件目以降は１件 につき１００円となります。

評・関・物・覧 件 件 件 件

手数料計

資格取得年月日 評・関・物・覧 件 件

円 内訳
件 件 件

円 円 円

件 件

都税証明郵送受付センター申請用



申請を受け付けてから発送までに１週間～10日程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
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【固定資産証明・閲覧】郵送申請 チェックリスト

１ 必要書類の同封

２ 固定資産〔証明・閲覧〕申請書

□ 切手の貼り忘れはありませんか。

□ あて先が記入されていますか。

※証明書等の送付先は、原則、「都税の納税通知書送付先」又は「都税事務所に届けている住所（本店又は主たる事務所の所在地）」と

なります。その他の住所に送付を希望する場合や代理人の方等が申請する場合は、送付先住所が確認できる書類（官公署が発行した

書類に限る。）が必要です（下記５参照）。

□ 有効期限が切れていませんか。

□ 過不足はありませんか。

※手数料の計算については東京都主税局ＨＰをご覧いただくか、固定資産が所在する区の都税事務所にお問い合わせください。

必要書類の不足や手数料の過不足があると、証明等を発行できない場合があります。

お手数をお掛けいたしますが、申請前に以下の内容を必ずご確認ください。

〒１１２－８７８７

東京都文京区春日１－１６－２１

都税証明郵送受付センター 宛

必要書類の詳細については、東

京都主税局ＨＰをご覧いただくか、

固定資産が所在する区の都税事

務所にお問い合わせください。

【固定資産証明等】郵送申請 チェックリスト

１ 必要書類の同封

□ 東京都が指定した様式を使用していますか。

□ 各欄に記載漏れはありませんか。
※証明書・課税台帳を申請の場合→物件所在地の記載、名寄帳を申請の場合→該当する区の記載がされていますか。

※必ず日中に連絡がとれる電話番号を記載してください。連絡がとれない場合は申請書類等を返却することがございます。

必要書類の不足や手数料の過不足があると、証明等を発行できない場合があります。

お手数をお掛けいたしますが、申請前に以下の内容を必ずご確認ください。

必要書類の詳細については、東

京都主税局ＨＰをご覧いただくか、

固定資産が所在する区の都税事

務所にお問い合わせください。

□ 固定資産〔証明・閲覧〕申請書（郵送用） （下記２参照）

□ 手数料（定額小為替） （無記名） （下記３参照）

□ 返信用封筒 （下記４参照）

□ その他必要書類 （下記５参照）

【固定資産証明等】郵送申請 チェックリスト

１ 必要書類の同封

２ 固定資産〔証明・閲覧〕申請書

４ 返信用封筒

３ 手数料（定額小為替）

＜本人が申請する場合＞
（「都税の納税通知書送付先」又は「都税事務所に届けている住所（本店又は主たる事務所の所在地）」以外の住所への送付を希望する場合）

□ 送付先住所（所在地）が確認できる官公署が発行した書類の写し

＜相続人が申請する場合＞

□ 相続人であることが分かる書類（戸籍謄本等）の写し
※相続人のご生存を確認するため、現在の戸籍謄本等も必要です。

□ 被相続人の死亡の事実が確認できる書類（除籍謄本、附票、住民票の除票等）の写し

□ 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類の写し

※法令等に基づく正当な理由を有する方については、申請可能な証明が異なるほか、上記書類に加えて

賃貸借契約書、強制競売申立書、訴状等の書類が必要となります。詳細は東京都主税局HPをご覧ください。

＜代理人が申請する場合＞ 代理人が申請する場合は、上記の書類のほか、以下の書類が必要となります。

□ 委任状、同意書、代理人選任届等（原本）

□ 送付先住所（所在地）が確認できる官公署が発行した書類の写し

５ その他必要書類

必要書類の不足や手数料の過不足があると、証明等を発行できない場合があります。

お手数をお掛けいたしますが、申請前に以下の内容を必ずご確認ください。

郵送請求先はこちら

必要書類の詳細については、東

京都主税局ＨＰをご覧いただくか、

固定資産が所在する区の都税

事務所にお問い合わせください。


